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◎
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

目
次 第

一
章 

〔
略
〕 

第
二
章 

基
本
指
針
等
（
第
三
条
―
第
七
条
の
三
） 

第
三
章
～
第
六
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
（
鳥
獣
の
保
護
の
た

め
の
管
理
（
以
下
「
保
護
管
理
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係

る
被
害
を
防
止
し
、
併
せ
て
猟
具
の
使
用
に
係
る
危
険
を
予
防
す
る
こ
と
に
よ

り
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
を
図
り
、
も
っ
て
生
物
の
多
様
性
の
確

保
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
農
林
水
産
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
自
然
環
境
の
恵
沢
を
享
受
で
き
る
国
民
生
活
の
確
保
及
び
地
域
社
会

の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
希
少
鳥
獣
」
と
は
、
国
際
的
又
は
全
国
的
に
保
護
を

図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
鳥
獣
を
い
う
。 

目
次 第

一
章 

〔
略
〕 

第
二
章 

基
本
指
針
等
（
第
三
条
―
第
七
条
） 

第
三
章
～
第
六
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止

し
、
併
せ
て
猟
具
の
使
用
に
係
る
危
険
を
予
防
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鳥
獣
の
保

護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
を
図
り
、
も
っ
て
生
物
の
多
様
性
の
確
保
、
生
活
環
境

の
保
全
及
び
農
林
水
産
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然

環
境
の
恵
沢
を
享
受
で
き
る
国
民
生
活
の
確
保
及
び
地
域
社
会
の
健
全
な
発

展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
（
定
義
） 

第
二
条 
〔
略
〕 
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３ 
〔
略
〕 

４ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
狩
猟
鳥
獣
」
と
は
、
希
少
鳥
獣
以
外
の
鳥
獣
で
あ
っ

て
、
そ
の
肉
又
は
毛
皮
を
利
用
す
る
目
的
、
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生

態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
目
的
そ
の
他
の
目
的
で
捕
獲
等
（
捕
獲
又
は
殺

傷
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
と
な
る
鳥
獣
（
鳥
類
の
ひ
な
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
捕
獲
等
が
そ
の
生
息
の
状
況
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

７ 

環
境
大
臣
は
、
第
四
項
の
環
境
省
令
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
を
開
い
て
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
い

た
上
で
、
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
基
本
指
針
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２ 

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

三 

希
少
鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
事
項 

四 

〔
略
〕 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

（
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
国
の
援
助
） 

第
六
条 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業

２ 

〔
略
〕 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
狩
猟
鳥
獣
」
と
は
、
そ
の
肉
又
は
毛
皮
を
利
用
す
る

目
的
、
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
目
的

そ
の
他
の
目
的
で
捕
獲
等
（
捕
獲
又
は
殺
傷
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象

と
な
る
鳥
獣
（
鳥
類
の
ひ
な
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
捕
獲
等
が
そ
の
生

息
の
状
況
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
環
境
省
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

４
・
５ 

〔
略
〕 

６ 

環
境
大
臣
は
、
第
三
項
の
環
境
省
令
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
を
開
い
て
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
い

た
上
で
、
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
基
本
指
針
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２ 

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

 

三 

〔
略
〕 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

（
国
の
援
助
） 

第
六
条 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
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を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
必

要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
） 

第
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
そ
の
数
が

著
し
く
増
加
若
し
く
は
減
少
し
、
又
は
そ
の
生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
若
し
く
は

縮
小
し
て
い
る
鳥
獣
（
希
少
鳥
獣
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

鳥
獣
の
生
息
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
当
該

鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鳥
獣

（
以
下
「
特
定
鳥
獣
」
と
い
う
。
）
の
保
護
管
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
特

定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
内
に
第
二

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
が
あ
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

７
・
８ 

〔
略
〕 

 

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
実
施
に
係
る
国
の
援
助
） 

第
七
条
の
二 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
鳥
獣

保
護
管
理
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
が
円
滑
に

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
、
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
人
材
の
確
保
そ
の
他
必

を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
必

要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
） 

第
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
数
が
著

し
く
増
加
又
は
減
少
し
て
い
る
鳥
獣
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
鳥
獣
の
生

息
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
当
該
鳥
獣
の
保

護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鳥
獣
（
以
下
「
特

定
鳥
獣
」
と
い
う
。
）
の
保
護
の
た
め
の
管
理
（
以
下
「
保
護
管
理
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境

大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
特
定
鳥
獣
が
特
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省

令
で
定
め
る
鳥
獣
（
以
下
「
希
少
鳥
獣
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
。 

二 

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
が
あ
る
と
き
。 

７
・
８ 

〔
略
〕 
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要
な
体
制
の
整
備
に
対
す
る
援
助
、
当
該
実
施
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
の
財

政
上
の
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
） 

第
七
条
の
三 
環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
（
特
定
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
数
が
増
加
し
て
い
る
希
少
鳥
獣

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
増
加
が
著
し
く
、
か
つ
、
当
該
希
少
鳥
獣
の

生
息
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
特
定
の
地
域
に
お
い
て
長
期

的
な
観
点
か
ら
当
該
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
と
し
、
特
定
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い

る
希
少
鳥
獣
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
希
少
鳥
獣
の
生
息
の
状
況
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
特
定
の
地
域
に
お
い
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
当

該
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
と
す

る
。
）
は
、
当
該
希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
希
少
鳥
獣

保
護
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

希
少
鳥
獣
の
種
類 

二 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
計
画
期
間 

三 

希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
が
行
わ
れ
る
べ
き
区
域 

四 

希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
目
標 

五 

希
少
鳥
獣
の
数
の
調
整
に
関
す
る
事
項 

六 

希
少
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項 

３ 

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
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う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
中
央
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
希
少
鳥
獣
保
護

管
理
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
特
定
鳥
獣
」
と

あ
る
の
は
「
希
少
鳥
獣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
」
と
あ

る
の
は
「
基
本
指
針
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
） 

第
九
条 

学
術
研
究
の
目
的
、
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態

系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
、
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
鳥
獣

の
数
の
調
整
又
は
第
七
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
希
少
鳥
獣
の
数
の

調
整
の
目
的
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
目
的
で
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類

の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境

大
臣
の
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
が
定
め
ら
れ

  

    

      

（
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
） 

第
九
条 

学
術
研
究
の
目
的
、
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態

系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
、
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
鳥
獣

の
数
の
調
整
の
目
的
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
目
的
で
鳥
獣
の
捕
獲
等
又

は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
環
境
大
臣
の
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

 ２
～
５ 
〔
略
〕 

６ 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
が
定
め
ら
れ
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た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
鳥
獣
に
つ
い
て
第
一
項
の
許
可
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
計
画
の
達
成
に
資
す
る

こ
と
と
な
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画 

当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る
特

定
鳥
獣 

二 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画 

当
該
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る
希

少
鳥
獣 

７
～

 

〔
略
〕 

 

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
又
は
制
限
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

第
二
条
第
七
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
四
項

及
び
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
） 

第
十
五
条 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鳥
獣
の
保
護
に
重
大
な
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
猟
法
（
以
下
「
指
定
猟
法
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
指
定
猟
法
に
よ
り
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
を

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る
特
定
鳥
獣
に
つ
い

て
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

の
達
成
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

７
～

 

〔
略
〕 

 

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
又
は
制
限
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

第
二
条
第
六
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
四
項

及
び
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
） 

第
十
五
条 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鳥
獣
の
保
護
に
重
大
な
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
猟
法
（
以
下
「
指
定
猟
法
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
指
定
猟
法
に
よ
り
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
を



  

- 7 - 

指
定
猟
法
禁
止
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
環
境
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
国
際
的
又
は
全
国
的
な
鳥
獣
の
保
護
の
見
地
か

ら
そ
の
鳥
獣
の
保
護
の
た
め
必
要
な
区
域 

二 

〔
略
〕 

２
～

 

〔
略
〕 

 

（
狩
猟
免
許
） 

第
三
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
猟
法
に
よ
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
猟
法
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
狩

猟
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
す
る
場
合
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
号
イ
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

指
定
猟
法
禁
止
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

環
境
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
全
国
的
な
鳥
獣
の
保
護
の
見
地
か
ら
そ
の
鳥
獣

の
保
護
の
た
め
必
要
な
区
域 

二 

〔
略
〕 

２
～

 

〔
略
〕 

 

（
狩
猟
免
許
） 

第
三
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
猟
法
に
よ
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
猟
法
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
狩

猟
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
す
る
場
合
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
号
イ
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

猟
法
の
種
類 

狩
猟
免
許
の
種
類 

 
 

猟
法
の
種
類 

狩
猟
免
許
の
種
類 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

網
を
使
用
す
る
猟
法
又
は
第
二
条
第
三

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟
法 

網
猟
免
許 

 
 

網
を
使
用
す
る
猟
法
又
は
第
二
条
第
二

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟
法 

網
猟
免
許 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

４ 

〔
略
〕 

（
狩
猟
免
許
の
欠
格
事
由
） 

４ 

〔
略
〕 

（
狩
猟
免
許
の
欠
格
事
由
） 
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第
四
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
免
許

（
第
六
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
に
係
る
種
類
の
も
の
に
限
る
。
）
を

与
え
な
い
。 

一 

網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
十
八
歳
に
、
第
一
種
銃
猟
免
許

及
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
二
十
歳
に
、
そ
れ
ぞ
れ
満
た
な
い
者 

二
～
六 

〔
略
〕 

 

（
狩
猟
免
許
の
取
消
し
等
） 

第
五
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
狩
猟
免
許
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
狩
猟
免
許
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

〔
略
〕 

 

 

（
公
務
所
等
へ
の
照
会
） 

第
七
十
五
条
の
二 

環
境
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必

要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
人
材
の
確
保
等
） 

第
四
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
免
許

（
第
六
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
に
係
る
種
類
の
も
の
に
限
る
。
）
を

与
え
な
い
。 

一 

二
十
歳
に
満
た
な
い
者 

 

二
～
六 

〔
略
〕 

 

（
狩
猟
免
許
の
取
消
し
等
） 

第
五
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

管
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
狩
猟
免
許
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
狩
猟
免
許
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

二 

〔
略
〕 
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第
七
十
七
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
鳥
獣
保
護
事
業
が
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基

づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
関
係
機
関
の
職
員
に
専
門
的
な

知
識
経
験
を
有
す
る
人
材
を
確
保
し
、
そ
の
資
質
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
射
撃
技
能
の
維
持
向
上
） 

第
十
条
の
二 

狩
猟
の
用
途
に
供
す
る
た
め
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
狩
猟
期
間
内
に
お
い
て
初
め

て
当
該
猟
銃
を
使
用
し
て
狩
猟
を
行
う
前
に
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
当
該
猟

銃
に
よ
る
射
撃
の
練
習
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

（
射
撃
技
能
の
維
持
向
上
） 

第
十
条
の
二 

狩
猟
の
用
途
に
供
す
る
た
め
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
狩
猟
期
間
内
に
お
い
て
初
め

て
当
該
猟
銃
を
使
用
し
て
狩
猟
を
行
う
前
に
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
当
該
猟

銃
に
よ
る
射
撃
の
練
習
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 
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○
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
被
害
防
止
計
画
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

被
害
防
止
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

四 

対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
対

象
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
捕
獲
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
対
象
鳥
獣
で
あ
る
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
（
鳥

獣
保
護
法
第
八
条
に
規
定
す
る
採
取
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
関
す
る
事
項 

五
～
八 

〔
略
〕 

３
～

 

〔
略
〕 

 

（
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
又
は
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成
又
は
変

更
） 

第
七
条 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
被
害
防
止
計
画
の
作
成
状
況
、
第

四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
（
鳥
獣
保
護
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
被
害
防
止
計
画
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

被
害
防
止
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

四 

対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
対

象
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
捕
獲
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
対
象
鳥
獣
で
あ
る
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
（
鳥

獣
保
護
法
第
八
条
に
規
定
す
る
採
取
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
関
す
る
事
項 

五
～
八 

〔
略
〕 

３
～

 

〔
略
〕 

 

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成
又
は
変
更
） 

 第
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
被
害
防
止
計

画
の
作
成
状
況
、
第
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
作
成
し
、
又
は

変
更
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 
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又
は
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
作
成
し
、
又
は
変
更
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
要
請
等
） 

第
七
条
の
二 
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
被

害
防
止
施
策
の
み
に
よ
っ
て
は
対
象
鳥
獣
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に

お
け
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
を
十
分
に
防
止
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
若
し
く
は
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成

若
し
く
は
変
更
又
は
こ
れ
ら
の
実
施
そ
の
他
の
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等

に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
要
請
等
） 

第
七
条
の
二 

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
被

害
防
止
施
策
の
み
に
よ
っ
て
は
対
象
鳥
獣
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に

お
け
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
を
十
分
に
防
止
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
鳥

獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成
若
し
く
は
変
更
又
は
そ
の
実
施
そ
の
他
の
当
該
都

道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
を
防

止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

 


